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　平成23年９月分まで延長されていた子ども手当は、「平成23年度における子ども手当の支給等
に関する特別措置法」の成立により、平成23年10月以降制度が変わりますのでお知らせします。

■支給対象
　15歳到達後最初の３月31日までの間にある子ども（中学校修了前の子ども）を養育している方。

≪注意点≫
・離婚協議中で別居している場合など、一定の条件に該当されている場合は、子どもと同居している保護者が優先的に対象となります。
・児童養護施設に入所している子ども等については、施設の設置者等が対象になります。

区　　　　分 （旧） （新）

期　　　　間 Ｈ23年４月～Ｈ23年９月 Ｈ�3年10月～平成�4年３月 平成24年４月以降

支
給
月
額

３歳未満

13,000円

15,000円 ・児童手当法の改正を基本と
　し、新たな制度となります。
・所得制限については、平成
　24年６月以降（同年10月支
　給分）から適用されます。

※上記内容は、現時点での情
　報であり、今後変更される
　場合があります。

３歳以上
小学校終了前

第１子
第２子

10,000円

第３子以降 15,000円

中　学　生 10,000円

支　　給　　日
４・５月分 ６～９月分 10～１月分 ２・３月分

支給済 Ｈ23.10. ７ Ｈ�4. ２. ７ Ｈ�4. ６. ７

制 度 の 概 要

今まで子ども手当を受給していた方も含めて、平成24年３月31日までに、新たに申請する必要があります。

平成23年10月以降「子ども手当」を受給するためには？

■10月１日現在、子ども手当の受給資格がある方には、申請書をご自宅に郵送します。
［発送時期］平成�3年11月上旬

　申請書が届きましたら、窓口にて申請してください。
　※平成�4年３月末までに申請をすれば、10月分からの手当を受け取ることができます。

　※公務員の方は勤務先へ申請してください。

【認定請求に必要な添付書類等】
　・子ども手当認定請求書　　　　　　　　・請求者（保護者名義）の預金通帳
　・健康保険被保険者証の写し等
　・請求者と子どもの住所が異なる場合、「別居監護申立書」（子の住所が市外の場合は、子の世帯全員の住民票）

◆請求先・問い合わせ先　子ども福祉課　児童福祉係　☎33－1111（内線137）
　　　　　　　　　　　　白沢総合支所　市民福祉課　☎44－2114（直通）

平成23年10月から子ども手当制度が変わります

以下の方は、速やかに申請してください。（３月までに申請してもさかのぼって受け取れません）
　■10月以降にお子さんが生まれた方
　■10月以降に本宮市に転入した方
　　新たに受給資格が生じた日から15日以内に、速やかに窓口にて申請してください。
　　　※支給要件に該当するに至った日の翌月分からの手当を受け取ることができます

ご注意ください！
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平成24年度　保育所・幼稚園の入所入園児を募集します
　本宮市教育委員会では、平成24年４月に入所・入園する乳幼児を下記により募集します。
　なお、申し込み状況などによってはご希望の施設に入所・入園できない場合がありますのでご了承ください。
◆入所入園の問い合わせ先　幼保学校課　幼保教育係（内線235）

※定員に余裕がある場合のみ通園区域以外からも入園できます（入園決定は翌年の２月上旬になります）。
※（仮称）五百川幼保一元化施設は、保育所と幼稚園の機能を併せた新施設です。平成24年４月に開所します。
◆申込方法　五百川幼保一元化施設は、えぽかにて受付を行い、その他の幼稚園は各園にて受付ますので、幼

保学校課および各幼稚園にある『入園申込書』に必要事項を記入のうえ、提出してください。
※『入園申込書』は本宮市のホームページよりダウンロードできます。
◆申込期間　平成�3年10月13日（木）・14日（金）午前９時～午後４時
　　　　　　（受付日に都合のつかない方は、幼保学校課にご相談ください）。

◆募集施設・保育時間および保育料

※通常保育の保育料は、入所児の年齢や父母などの所得税額などで決定いたします。
※土曜保育を利用しない場合は、通常保育料の約17％減となります。
◆申込方法　平成23年10月13日（木）・14日（金）の両日午前９時～午後４時にえぽかメディアコーナーで受付し

ます。あらかじめ幼保学校課と各保育所にある『入所申込書』に、必要事項を記入し、関係書類
を添えてお持ちください。なお、当日は面接を行いますので、入所希望乳幼児と一緒にお越しくだ
さい（受付日に都合のつかない方は、幼保学校課にご相談ください）。

　　　　　　また、現在入所中の方に、提出いただく書類を各保育所で配布しますので、各保育所に提出ください。

◆募集施設・保育時間および保育料

幼稚園名 住　所 通園区域 保育時間・保育料
通常保育 預かり保育

（仮称）
五百川

幼保一元化施設
荒井字山神23－１ 五百川小学校区

●保育時間
　午前８時～午後１時
　（午前８時～８時30分

間は登園時間）
●保 育 料
　月額：4,000円
　（市民税額による減免

措置あり）
※お弁当を持参してく

ださい。
※保護者が就労されて

いる場合は、希望によ
り早朝保育を実施し
ています。

【基本利用】
●保育時間　通常保育後～午後６時
　（土曜日・長期休業期間は午前７時～

午後６時）
●保 育 料（市民税額による）
　月額：2,000円～7,000円
　日額：500円
※おやつ代を含みます。
【延長利用】
●保育時間　午後６時～午後７時
●保 育 料
　月額：2,000円　日額：100円
※預かり保育の利用申込受付は入園決

定後に行います。

岩　根
幼稚園

岩根字下年神92－1
（☎39－2109） 岩根小学校区

和　田
幼稚園

和田字学校前３
（☎44－3115） 和田小学校区

糠　沢
幼稚園

糠沢字原23
（☎44－3116） 糠沢小学校区

白　岩
幼稚園

白岩字馬場166
（☎44－2216） 白岩小学校区

幼 稚 園 入園できる幼児 市内に住所を有し、平成18年４月２日から平成20年４月１日までに生ま
れた幼児

保育所名 住　所 受入年齢 保育時間（保育料）
通常保育※ 土曜保育※ 延長保育

本宮第１保育所 本宮字馬場27－１
（☎33－2446） 満１歳～ ●保育時間

　午前７時45分　
～午後６時

※就労時間により
早朝保育を実施
しています。

●保育時間
　午前７時～午後６時

　第１、第２、第３は第
２保育所で保育。

　（仮称）五百川幼保一元
化施設、白沢、もとみ
や幼児の家はそれぞれ
各保育所で保育。

●保育時間
　午後６時～午後７時
●保 育 料
　月額：2,500円本宮第２保育所 高木字大学80－1

（☎33－3750） 満６カ月～

本宮第３保育所 本宮字兼谷平116
（☎33－3804） 満１歳～

（仮称）
五百川

幼保一元化施設
荒井字山神23－１ 満６カ月～

白沢保育所 糠沢字五味内211
（☎44－3117） 満６カ月～

もとみや幼児の
家保育園

仁井田字桝形42－60
（☎34－3640） 満６カ月～

●保育時間
　午後６時～午後７時
●保 育 料
　日額：100～200円

保 育 所 入所できる乳幼児 市内に住所を有し、仕事や疾病、妊娠などのために家庭で保育できない
と認められる、集団保育可能な小学校入学前の乳幼児。

知らせお




